
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

五
九

別
表
第
８

の
表
示
の

様
式
中
欄
３
50

17
280

〃

〃

53
1000

13
280

六
〇

別
表
第
９

の
表
示
の

様
式
中
欄
Ｈ

Ｐ

〃

〃

３
50

16
255

〃

〃

53
1000

13
255

〃

〃

41
1000

２
51

〃

〃

47
250

47
255

〃

〃

143
1000

12
85

〃

〃

47
1000

23
510

〃

〃

１
10

５
51

〃

〃

43
125

86
255

〃

〃

ｏ

ｎ

〃

〃

19
100

16
85

（
原
稿
誤
り
）終

り
か
ら

一
六

一
令
和
七
年
十
一
月

十
四
日

令
和
七
年
十
一
月

二
十
一
日

（
原
稿
誤
り
）

八
二

一
八候

伶
侯
伶

〃

〃

41
1000

11
280

〃

〃

47
250

103
560

〃

〃

143
1000

39
280

〃

〃

47
1000

５
112

〃

〃

１
10

27
280

〃

〃

43
125

187
560

〃

〃

19
100

３
16

令和年月日 水曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

沖
縄
県
那
覇
市
識
名
一
丁
目
八
番
一
号

合
資
会
社
玉
商

代
表
社
員

玉
城

直
敬

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
億
円
減
少
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.n
a
g
a
n
o -to
k
y
u
.co
.jp
/

co
m
p
a
n
y
In
fo
/ir/n
o
tice/

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

長
野
市
南
千
歳
一
丁
目
一
番
地
一

株
式
会
社
な
が
の
東
急
百
貨
店

代
表
取
締
役

中
村

宏

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
四
百
万
円
減
少
し
一
千

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

掲
載
頁

一
二
〇
頁
（
号
外
第
二
七
二
号
）

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

大
阪
市
都
島
区
都
島
本
通
三
丁
目
二
四
番
三
号

株
式
会
社
里
内

代
表
取
締
役

中
村

泰
之

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
六
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
大
田
区
東
嶺
町
二
三
番
七
号

信
越
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

天
野

敏
雄

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
十
二
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
二
番
一
号

ア
ル
テ
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
田

彦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

横
浜
市
港
北
区
新
横
浜
三
丁
目
七
番
一
八
号

株
式
会
社
コ
マ
ス

代
表
取
締
役
社
長

叶
内

禎
宏

株
式
併
合
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
株
式
四
十
一
株
を
一
株
に
併
合
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
八
日
で
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
江
東
区
亀
戸
六
丁
目
八
番
五
号

株
式
会
社
日
比
谷
情
報
シ
ス
テ
ム

代
表
取
締
役

中
野

眞
治

株
式
譲
渡
制
限
設
定
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
譲
渡
に
よ
る
株
式
の
取
得

に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る

方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
八
年
一
月
十
八
日
ま
で

に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
周
南
市
大
字
徳
山
三
四
〇
一
番
地
の
四

朝
日
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

永
木

勇

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
（
号
外
第
二
六
二
号
）
掲

載
の
第
八
十
六
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、「取

締
役
社
長

中
西
伸
一

」
を
「取

締
役
社
長
橋
本
靖
彦

」
に

訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
四
丁
目
五
番
五
号

株
式
会
社
ミ
キ
モ
ト

取
締
役
社
長

橋
本

靖
彦

取
消
公
告

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日
（
号
外
第
二
五
二
号
）
掲
載

の
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）中
、

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告
の
み
を
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

福
岡
県
古
賀
市

内
八
八
四
番
一Ｊ

Ｓ
Ｗ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
本

文
廣

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
（
号
外
第
十
九
号
）
公
布
経

済
産
業
省
令
第
六
号
（
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
済
産
業
省
関
係
省

令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
）

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日
（
号
外
第
二
百
五
十
一
号
）

海
上
保
安
庁
告
示
第
二
十
九
号
（
海
上
保
安
庁
の
航
空
機

の
番
号
及
び
標
識
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

令
和
七
年
十
二
月
三
日
官
庁
報
告
欄
法
務
省
告
示
配
第

百
五
十
一
号
（
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件
）
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